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告告 示示

宮崎県告示第４号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成24年

11月１日

都城市高城

町大井手26

51番地１

デイサービ

スセンター

めぐる

都城市高城

町大井手 4

49番地２

株式会社

環

平成24年

12月１日

都城市高崎

町江平2327

番地６

デイサービ

ス弥埜

都城市高崎

町江平2327

番地６

株式会社か

いご弥埜

平成24年

11月16日

延岡市大貫

町５丁目16

46－１

大貫ひまわ

りデイサー

ビス

延岡市鶴ケ

丘２丁目20

02番地２

株式会社

メディカル

東九

平成24年

12月１日

延岡市恒富

町３丁目７

番地３

ホームヘル

プサービス

誠

延岡市博労

町４番地４

医療法人社

団 広洋会

平成24年

12月１日

延岡市恒富

町３丁目７

デイサービ

ス広洋園

延岡市博労

町４番地４

医療法人社

団 広洋会

番地３

平成24年

12月１日

延岡市中町

１丁目３－

10

中町ひまわ

りデイサー

ビス

延岡市鶴ケ

丘２丁目20

02番地２

株式会社

メディカル

東九

平成24年

10月26日

日南市大字

隈谷甲 878

番地１

デイサービ

スセンター

さくら

日南市大字

隈谷甲 878

番地１

株式会社

櫻美会

平成24年

８月10日

串間市大字

西方3676番

地

指定訪問介

護事業所幸

せホームあ

すか

串間市大字

南方3431－

５

社会福祉法

人 龍口会

平成24年

８月10日

串間市大字

西方3676番

地

指定通所介

護事業所幸

せホームあ

すか

串間市大字

南方3431－

５

社会福祉法

人 龍口会

平成24年

９月１日

西諸県郡高

原町大字広

原4965番地

１

おり鶴訪問

ヘルパース

テーション

西諸県郡高

原町大字蒲

牟田7348番

地２

社会福祉法

人 報謝会

宮崎県告示第５号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護支援計画の作成を担当させる機関を次のとおり

指定した。
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平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第６号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための施設介護を担当させる機関（介護老人福祉施設）を次の

とおり指定した。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第７号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定

により、育成医療及び更生医療を行う指定自立支援医療機関を次の

とおり指定した。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第８号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 宮崎市高岡町紙屋字瀬越 262－１

、字前田 389－１、字奥畑 465－１

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字瀬越 262－１・字前田 389－１（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び中部農林振興局並びに

宮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第９号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 都城市高城町四家字大開 788－31

、 788－34、 788－36、 788－38、 788－39

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字大開 788－31・ 788－34・ 788－39（以上３筆について

次の図に示す部分に限る。）、 788－36、 788－38

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び北諸県農林振興局並び

に都城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第10号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 東諸県郡国富町大字深年字大迫24

指 定

年月日

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成24年

12月１日

延岡市恒富

町３丁目７

番地３

居宅介護支

援事業所

真

延岡市博労

町４番地４

医療法人社

団 広洋会

平成24年

10月１日

日南市吾田

西１丁目４

－30

おひさま居

宅サービス

日南市大字

戸高１丁目

13番地４

有限会社

おひさま介

護サービス

平成24年

11月５日

日向市亀崎

西１丁目29

番地

天生堂居宅

介護支援事

業所

日向市亀崎

西１丁目25

番地

医療法人

天生堂

平成24年

10月１日

東諸県郡国

富町大字八

代南俣2047

－１

不老閣居宅

介護支援事

業所

東諸県郡国

富町大字伊

佐生99番地

有限会社

不老閣

指定年月日所 在 地名 称

平成24年10月１日
都城市上長飯町2687番
地１

特別養護老人ホー
ムわかば

指 定
年月日

担当する医療
の種類

所在地名 称

平成25年
１月１日

薬局串間市つぼみ薬局
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15から2418・2419合併まで、2424－２から2424－５まで、2427－

４

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字大迫2415から2418・2419合併まで・2424－２から2424－

５まで・2427－４（以上９筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び中部農林振興局並びに

国富町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第11号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 北諸県郡三股町大字樺山字坊ケ野

954－４、 954－ 161から 954－ 163まで、 958－４、 961－25

、 961－27、 961－30から 961－35まで、 961－37、 961－53、

961－64から 961－68まで、 961－86から 961－88まで、 961－

121、 961－ 144、 961－ 145、 961－ 169、 961－ 172、 961

－ 174から 961－ 177まで、字細目6494－16、6494－17、6494－

50、6494－51、6494－ 123

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び北諸県農林振興局並びに三股町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第12号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字村所字縄瀬 6

41－１、 641－25

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は禁伐による。

字縄瀬 641－１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第13号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字村所字大王 8

17－１・ 818－８（以上２筆について次の図に示す部分に限る。

）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第14号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字押方字向園

1985－イ、1988、字山ノ上4811－２、4828、大字五ヶ所字中原山

181－８、 181－９、 205、 207－８、 207－10、 214－４

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字向園1985－イ・1988・字山ノ上4811－２・4828・字中原
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山 181－８・ 181－９・ 205・ 207－８・ 207－10・ 214－

４（以上１０筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第15号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年１月10日から平成25年１月24日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第16号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成25年１月10日から平成25年１月24日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第17号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域に指定する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 後梅地区

茨 区域の表示

次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱８号を順次結んだ

線及び標柱１号と標柱８号を結んだ線により囲まれた土地の区

域

芋 標柱の表示

宮崎県告示第18号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び日向土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第19号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

600．36．1～

39．5

旧東臼杵郡椎

葉村大字下

福良字仲塔

1149番34地

先から同郡

同村同大字

同字1149番

11地先まで

国道 2

65号

国道

586．011．1～

49．7

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成25年１月10日東臼杵郡椎

葉村大字下

福良字仲塔

1149番34地

先から同郡

同村同大字

同字1149番

11地先まで

国道 2

65号

国道

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

西臼杵郡日之影町大字岩井川字小山ノ迫4842－１1

〃 〃 〃 〃 4844－５2

〃 〃 〃 字井野谷4743－３3

〃 〃 〃 〃 4743－１4

〃 〃 〃 〃 〃5

〃 〃 〃 〃 4756－２6

〃 〃 〃 〃 47597

〃 〃 〃 〃 47668

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1326中 田美 郷 町

急傾斜地の崩壊Ⅱ－２－0408甲 田 － １
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（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び日向土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、日向市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンタウン日向

日向市大字日知屋字古田町61－１

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第６条第１項の規定による届出

大規模小売店舗の名称

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

平成24年６月29日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年１月10日から平成25年２月12日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、日向市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ハイパーモールメルクス日向

日向市大字日知屋 14798番１

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第６条第１項の規定による届出

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

平成24年８月10日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年１月10日から平成25年２月12日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、日向市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンタウン日向

日向市大字日知屋字古田町61－１

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第６条第２項の規定による届出

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項の変更

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項の変更

平成24年６月29日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年１月10日から平成25年２月12日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、日向市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成25年１月10日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ハイパーモールメルクス日向

日向市大字日知屋 14798番１

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第６条第２項の規定による届出

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項の変更

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項の変更

平成24年８月10日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土 砂 災 害 特 別
警 戒 区 域
の箇所（渓流）番号

地 区 名市町村名

土 石 流09－ 425－１－ 013中 田 谷 川美 郷 町

土 石 流09－ 425－１－ 014甲 田 谷 川

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1326中 田

急傾斜地の崩壊Ⅱ－２－0408甲 田 － １

公公 告告
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宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年１月10日から平成25年２月12日まで

平成24年９月６日付けで提出した監査の結果に対して、宮崎県知

事等から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第 199条第12項の規定により、次のとおり公表する

。

平成25年１月10日

宮崎県監査委員 宮 本 尊

宮崎県監査委員 山 口 博

宮崎県監査委員 押 川 修一郎

宮崎県監査委員 太 田 清 海

１ 県の機関を対象とした定期監査

監査委員公監査委員公告告

講じた措置監査の結果機関名

宮崎県収入証紙条例施行

規則第９条にのっとり、証

紙の消印の方法が適当でな

いものについては速やかに

修正を行うとともに、今後

は、適正な事務処理に努め

ることとした。

証明手数料について、

証紙の消印の方法が適当

でないものが散見された

。善処を要する。（指摘

事項）

文化文

教・国

際課

今後は、財務規則及び手

引書等を十分確認し、決裁

の際のチェック体制をさら

に充実させ、二度と同様の

誤りがないよう再発防止に

努める。

エレベーター修繕につ

いて、契約書又は請書に

よる契約が行われていな

かった。留意を要する。

（指摘事項）

東京事

務所

監査後、直ちに旅費の正

当な額を計算し、過年度戻

入処理を行い、５月21日に

納入されたことを確認した

。

今後は、旅費規程及び手

引書等を十分確認し、決裁

の際のチェック体制をさら

に充実させ、二度と同様の

誤りがないよう再発防止に

努める。

旅費について、宿泊料

調整等の誤りにより過払

となっているものがあっ

た。善処を要する。（注

意事項）

監査指摘後は、交付決定

後に過不足が生じた場合、

過不足分の支出負担行為の

変更を行って変更交付決定

するよう改めた。

今後は、決裁時の確認を

徹底するなど財務規則等に

基づいた適正な事務処理に

努める。

個人県民税徴収取扱費

交付金について、交付決

定手続を誤っているなど

、事務手続が不適切なも

のがあった。留意を要す

る。（注意事項）

都城県

税・総

務事務

所

県税収入の確保を図るた県税収入について、収小林県

め、従来から早期の納税催

告や滞納処分の執行に努め

ていたところであるが、大

口滞納事案が発生したこと

から、全体の収入未済率が

前年度と比較して増加する

こととなった。

当該事案については、本

年５月に滞納処分を実施し

た後、滞納者から納付計画

が提示され、分割納付の約

束手形を受領した。

さらに債権保全のため不

動産の担保提供を求めて抵

当権設定の登記を行った。

入未済率が前年度と比較

して増加している。収入

促進について、一層の努

力が望まれる。（注意事

項）

税・総

務事務

所

契約相手方と協議の上、

変更契約書に契約保証金の

ことを追加記載した。

今後は、宮崎県財務規則

等に基づき適正に処理する

よう周知徹底を図るととも

に、内部チェックを十分に

行い適正な契約事務に努め

る。

林道保全事業の委託に

ついて、変更契約に係る

契約保証金を徴収してい

るにもかかわらず、契約

保証金が変更契約書に記

載されていないなど契約

事務が適正でないものが

あった。留意を要する。

（指摘事項）

西臼杵

支庁

生活保護費返還金につい

ては、返還対象者の事情を

的確に把握した上で細やか

な納付指導を行い、返済が

滞ることのないよう効果的

な収入促進に努める。

生活保護費返還金につ

いて、収入未済額が前年

度と比較して増加してい

る。収入促進について、

一層の努力が望まれる。

（注意事項）

生活保護費返還金につい

ては、各福祉事務所に対し

、生活保護法施行事務監査

や各種会議等において、返

還金の決定及び徴収等の適

正実施に努めるよう指導助

言を行っているところであ

る。

また、各福祉事務所にお

いても、未収金対策会議の

開催や、未収金徴収強化月

間の設定による重点的な納

入指導を行うとともに、債

権管理事務嘱託員の活用を

図るなど、収入促進に努め

ているところである。

今後とも、各福祉事務所

に対し、収入促進に努める

よう指導を行うとともに、

返還金の原因となりやすい

遡及年金等の収入状況の把

握に努めるよう、併せて指

導助言を行うこととする。

生活保護費返還金につ

いて、収入未済額が前年

度と比較して増加してい

る。収入促進について、

一層の取組が望まれる。

（要望事項）

国保・

援護課

児童扶養手当返還金につ児童扶養手当返還金にこども
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いては、公的年金の受給や

婚姻等により、手当の受給

資格が喪失した場合に受給

者本人からの届出が遅れる

ことにより発生するもので

あり、町村の協力を得なが

ら、新たな返還金の未然防

止等に取り組んでいるが、

債権者の経済基盤の脆弱さ

もあり、収入未済額の解消

に結びついていない。

このため、下記の対策に

ついて、さらに徹底を図り

、収入促進等に努めていく

。

（１） 資格喪失時の届出義

務の周知を図るととも

に、町村と連携し、資

格喪失者の早期把握に

努める。

（２） 連絡不能となった債

務者に対する公簿等の

調査や、長期未納者に

対しては、債務承認書

を徴する等適正な債権

管理に努める。

（３） 債務者に対し、督促

状の発送、職員や児童

扶養手当管理員による

電話や訪問による返納

指導を行うとともに、

個々のケースに応じた

償還指導を行う。

ついて、収入未済額が前

年度と比較して増加して

いる。収入促進について

、一層の努力が望まれる

。（注意事項）

家庭課

各福祉こどもセンターに

おいては、債権管理事務嘱

託員が債務者宅へ家庭訪問

等を行っていることに加え

、定期的に未収金対策会議

を開催し、未収金徴収強化

月間を設定するなど、セン

ター全体での取組を展開す

るとともに、引き続き、経

済情勢の悪化により生活が

困窮している滞納者につい

ては、個々のケースに応じ

たきめ細かな説明や納入指

導を行い、納入に関する意

識を啓発し、収入未済額の

減少に努める。

なお、本課においては、

平成24年９月にこども政策

局長や各福祉こどもセンタ

ー所長による連絡会議を開

催予定であり、未収金発生

児童保護費負担金につ

いて、収入未済額が前年

度と比較して増加してい

る。収入促進について、

一層の取組が望まれる。

（要望事項）

の予防、個々のケースに応

じた納入指導の徹底など、

本課と出先機関が一丸とな

り、収入促進の取組を徹底

することを再確認すること

としている。

未収金対策会議を年３回

開催し、現状分析や対策協

議を行っている。また、年

３回徴収強化月間を設け家

庭訪問等を実施しているほ

か、年間を通して、担当各

課と債権管理事務嘱託員と

が連携して未収金回収に取

り組んでいる。

＜児童保護費負担金＞

児童入所施設との連携を

密にし、債務者に関する情

報収集に努めながら、債務

者への電話・文書・家庭訪

問等により償還指導を行っ

ている。また、月１回は債

権管理事務嘱託員と児童相

談所職員との情報交換を行

い、未収金対策に活かして

いる。

＜生活保護費返還金等＞

生活保護費支給日に債権

管理事務嘱託員が立ち会う

などして徴収に努めている

ほか、家庭訪問等も粘り強

く行っている。また、未収

金の原因となりやすい遡及

年金等については、受給者

への指導を徹底し、収入額

の早期把握と滞納の発生防

止に努めている。

児童保護費負担金等に

ついて、収入未済額が前

年度と比較して増加して

いる。収入促進について

、一層の努力が望まれる

。（指摘事項）

中央福

祉こど

もセン

ター

本件は、平成23年度当初

に高等技能訓練促進費１年

（12ヶ月）分の支出負担行

為を起こした際に、訓練機

関を卒業後に支給する「入

学支援終了一時金」も含め

ていたという事務処理上の

誤りである。

「入学支援終了一時金」

は、卒業後、一時金交付決

定の後に支出負担行為をす

るべきであった。

今後は、支出負担行為の

整理時期等について慎重に

確認を行い、財務規則に基

づく適正な処理に努めるこ

ととした。

高等技能訓練促進費等

補助金について、支出負

担行為の整理時期等を誤

っていた。留意を要する

。（注意事項）
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児童保護費負担金や生活

保護返還金などの収入につ

いては、滞納者等に対する

夜間の家庭訪問及び徴収、

電話による納入指導を実施

するとともに、強化月間を

設定して納入指導の強化を

図ってきた。

また、センター全体で定

期的に開催する債権管理対

策会議において滞納状況の

確認や滞納ケースの対応等

を検討するなど収入未済額

に対する共通認識を徹底し

ている。

さらには、口座振替の勧

奨や負担金決定事務をより

迅速に行うなど、滞納の防

止対策も併せて講じてきた

。

また、収入未済額を減ら

すため、所管課に対してコ

ンビニ収納導入の提案や債

権管理に係るマニュアル作

成を要請しているところで

ある。

今後も、センター全体で

収入未済額に対する共通認

識を徹底するとともに、債

権管理事務嘱託員等を活用

し、個々のケースに応じた

きめ細やかな説明や効果的

な納入指導を行い、滞納者

等への納入意識の啓発と収

入未済額の減少に努める。

児童保護費負担金等に

ついて、収入未済額等が

前年度と比較して増加し

ている。収入促進につい

て、一層の努力が望まれ

る。（指摘事項）

南部福

祉こど

もセン

ター

指摘のあった公有財産使

用料は、配電線電柱敷使用

料及び自動販売機設置使用

料である。

本来、４月１日付けで調

定し、５月２日を納入期限

とすべきところを、６月６

日付けで調定、６月30日を

納入期限としていた。

今後は、財務規則等に基

づき、適切な時期に調定事

務を行うこととした。

公有財産使用料につい

て、調定事務が遅れてい

るものが見受けられた。

留意を要する。（注意事

項）

未収金については、福祉

関係未収金対策会議を定期

的に開催し、滞納状況の把

握や徴収体制の確認等を行

うなど、組織的な納入指導

に取り組んでおり、今後も

、本対策会議の検討結果を

生活保護費返還金等に

ついて、収入未済額が前

年度と比較して増加して

いる。収入促進について

、一層の努力が望まれる

。（注意事項）

北部福

祉こど

もセン

ター

踏まえながら一層の収入促

進に努める。

特に、未収金納入指導強

化月間を設定し、職員や債

権管理事務嘱託員等による

夜間の訪問や電話等を行い

、集中的な納入指導に取り

組むほか、生活保護世帯に

おける遡及年金等を早期に

把握し、生活保護費返還金

の発生を防止するなど、よ

り効果的な未収金対策の実

施に努める。

監査終了後、支給要件を

満たさないものについては

、直ちに戻入処理を行った

。

今後は、このようなこと

がないよう内部のチェック

体制の強化を図り、適正な

事務処理に努めることとし

た。

特殊勤務手当について

、支給要件を満たさない

にもかかわらず手当を支

給し、過払となっている

ものが散見された。善処

を要する。（指摘事項）

小林保

健所

捕獲犬の飼育管理手数料

の徴収不足については、監

査終了後直ちに納入通知書

を当該犬の所有者に交付し

、不足分を徴収した。

今後は、各担当相互によ

るチェック体制を強化し、

再発防止に努めることとし

た。

捕獲犬の飼育管理手数

料について、調定額の算

定を誤り徴収不足となっ

ているものがあった。善

処を要する。（注意事項

）

今後、手数料の収納は各

担当相互において、財務規

則等にのっとった収納方法

であるか十分に確認をし、

再発防止に努めることとし

た。

納入通知書又は直接収

納によるべき手数料につ

いて、証紙により収納し

ているものが見受けられ

た。留意を要する。（注

意事項）

本件は、年度末に認定と

なった葬祭料の支出負担行

為において、認定された年

度でなく、翌年度に支出負

担行為がなされていたとい

う事務処理上の誤りである

。

今後は、地方自治法施行

令に基づく支出負担行為の

整理時期について慎重に確

認を行い、適正な事務処理

に努めることとした。

原爆被爆者に係る葬祭

料について、支出負担行

為の整理時期を誤ってい

るものがあった。留意を

要する。（注意事項）

支払漏れとなっていた案

件については、委託先より

請求書を提出していただき

、過年度払として支払を行

った。

接触者及び管理健康診

断業務委託について、契

約書に記載された算定方

法によって支払われてい

ないものが見受けられた
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今後は、委託契約の相手

方に対し、契約内容につい

て十分な説明を行うととも

に、職員相互のチェック体

制の強化を図り、適正な事

務処理に努める。

。留意を要する。（注意

事項）

同一日に係る特殊勤務手

当を重複して支給（平成23

年４月分）していたものに

ついては、平成24年５月22

日に戻入処理を行った。

各種手当に関しては、従

事実績簿等のチェック体制

を強化し、再発の防止に努

めることとした。

特殊勤務手当について

、過払となっているもの

があった。善処を要する

。（注意事項）

日向保

健所

他所属の職員の旅費につ

いて、本来在勤公署～延岡

市～在勤公署で算定すべき

ところを、在勤公署～延岡

市～自宅で支出していたた

め34円の支給不足となった

。支給不足の34円は６月７

日に追給した。

今後は、職員の旅費に関

する条例及びその運用等に

基づき適正な事務処理に努

めることとした。

旅費について、自家用

車使用の距離を誤り支給

不足となっているものが

あった。善処を要する。

（注意事項）

延岡保

健所

清掃業務について、庁舎

清掃の作業者の変更の報告

書が提出されていなかった

。

また、植木管理業務につ

いて、検査年月日の記載誤

りがあった。

今後は、契約に基づく報

告漏れがないよう確認を徹

底する等、契約事務が適正

に実施されるよう職員に周

知を図った。

清掃業務委託等につい

て、契約書に定められた

作業員の変更報告が行わ

れていないなど、契約業

務実施に当たっての書類

提出が適当でなかった。

留意を要する。（注意事

項）

本件は、電気供給用設備

の平成22年度以前の土地使

用料の算定誤りについて、

差額分を還付していなかっ

たものである。

過納金については、速や

かに還付を行い、今後は、

使用料算定の根拠の確認徹

底と、チェック体制の強化

を図り、適正な事務処理に

努めることとした。

公有財産使用料につい

て、算定誤りによる過納

金の還付手続が行われて

いないものがあった。善

処を要する。（注意事項

）

看護大

学

本件は、年度初日からの

保守点検業務であり、準備

行為期間である前年度の３

月中に予算執行伺を行った

空調設備等保守点検業

務委託等について、検査

員の下命がないものが見

受けられた。留意を要す

ことから、４月１日に行う

べき検査員下命の決裁が漏

れていたものである。

今後は、担当者による書

類の確認や所属でのチェッ

ク機能の強化を図り、財務

規則に基づいた適正な事務

処理に努めることとした。

る。（注意事項）

当該事案は、身体障害者

の医学的判定を行うため、

非常勤職員として任用して

いる宮崎大学医学部附属病

院医師の、①勤務日数につ

いて、勤務条件通知書に記

載されていた月２回の勤務

条件を超えて月３～４回の

勤務をしていた。②勤務場

所について、同通知書に記

載のない場所での勤務があ

ったものである。

指摘を受け、勤務条件通

知書を見直し、①勤務日数

については、「月５日以内

」、②勤務場所については

、「身体障害者相談センタ

ー又は所長が別途指示する

場所」と改めた。

非常勤職員の勤務につ

いて、勤務実態と勤務条

件通知書の記載内容が異

なっているものがあった

。留意を要する。（注意

事項）

身体障

害者相

談セン

ター

監査指摘後、直ちに検査

調書を作成し、書類の整備

を行った。

今後は、検査調書の作成

漏れがないように所内への

周知徹底を図るとともに、

チェック体制を強化し、再

発防止に努める。

グループケア施設警備

システム設置工事等につ

いて、検査調書が作成さ

れていないものが見受け

られた。留意を要する。

（指摘事項）

みやざ

き学園

本件は、生産物に係る売

払収入について、当月分を

月内に調定すべきものを、

週休日の関係で翌月に調定

したものである。

今後は、事務所内でのチ

ェック体制の強化を図り、

事務の進行管理をより厳密

に行い、適正な処理に努め

ることとした。

生産物売払収入につい

て、調定日を誤っている

ものが見受けられた。留

意を要する。（注意事項

）

事業計画の協議・精査を

十分に実施し、交付決定事

務を速やかに行うとともに

、額の確定までの進捗状況

の管理を徹底することで、

事務が遅延することのない

よう適正な事務処理に努め

ることとした。

森林整備加速化・林業

再生事業補助金（利子助

成）等について、交付決

定事務が遅れているもの

が散見された。留意を要

する。（注意事項）

山村・

木材振

興課

「宮崎県収入証紙条例施採石業務管理者試験手工業支
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行規則」等に基づき、申請

書類を受理し証紙を消印す

る際には、申請書と紙面の

彩紋にかけて明瞭に押印す

ることを徹底するとともに

、証紙収納簿等にその旨記

載するなど改善措置を講じ

た。

数料等について、証紙の

消印の方法が適当でない

ものが散見された。善処

を要する。（指摘事項）

援課

「宮崎県収入証紙条例施

行規則」等に基づき、申請

書類を受理し証紙を消印す

る際には、申請書と紙面の

彩紋にかけて明瞭に押印す

ることを徹底するとともに

、証紙収納簿等にその旨記

載するなど改善措置を講じ

た。

旅行業更新登録申請手

数料等について、証紙の

消印の方法が適当でない

ものが散見された。善処

を要する。（指摘事項）

観光推

進課

旅行雑費の重複が懸念さ

れる旅行命令書については

、総務担当部署において、

各職員が記入した旅行命令

書を再確認するなど、重複

して支給することがないよ

う改善措置を講じた。

旅費について、旅行雑

費が重複して支給されて

いるものがあった。善処

を要する。（注意事項）

準公金の取扱いについて

は、宮崎県準公金等取扱規

程を遵守するとともに、所

属において整備している会

計事務取扱規程に基づき、

適正な事務処理に努める。

準公金の現金取扱事務

について、適当でないも

のが散見された。留意を

要する。（注意事項）

計量検

定所

今後は、補助金交付決定

事務に係る進捗状況の管理

を徹底し、事務が滞ること

のないよう適正な事務処理

に努める。

農業用廃プラ適正処理

体制整備支援事業補助金

等について、交付決定事

務の遅れているものが見

受けられた。留意を要す

る。（注意事項）

農産園

芸課

指摘のあった通勤費用に

ついては、経路検索の際に

、移動手段を徒歩ではなく

車で検索していたため認定

距離を誤って支給していた

。

今後は、通勤届を任用初

日に提出してもらい、複数

の職員で認定距離等を確認

するなど、適正な事務処理

に努める。

なお、過払となった経費

については返納を完了した

。

臨時的任用職員の通勤

費用について、通勤届の

提出がないものが散見さ

れた。

また、過払となってい

るものがあった。善処を

要する。（注意事項）

農村計

画課

通勤届の決裁欄において

支給額の決定を行うところ

、通勤届の提出が無く任用

伺にて支給額を決定してい

臨時的任用職員の通勤

届について、確認できな

いものが見受けられた。

留意を要する。（注意事

水産政

策課

た。

今後は、任用予定者に通

勤届の提出を早めに求め、

人事課長通知に基づき適正

な事務処理に努める。

項）

契約締結事務に時間を要

したため、調定事務が遅れ

たものである。

今後は、契約書の条項を

見直しするなど調定事務が

遅れることのないよう適正

な事務処理に努める。

物品売払収入について

、調定事務が遅れている

ものがあった。留意を要

する。（注意事項）

畜産課

今後は、交付決定事務の

進捗状況の管理を徹底し、

事務処理が滞ることのない

よう適正な事務処理に努め

る。

宮崎牛資質向上緊急対

策事業費補助金について

、交付決定事務の遅れて

いるものが見受けられた

。留意を要する。（注意

事項）

今後は、完成検査を行う

際に、額の確定に必要な書

類等の指導を徹底し、事務

が滞ることのないよう適正

な事務処理に努める。

海外悪性伝染病緊急対

策事業費補助金について

、額の確定事務が遅れて

いた。留意を要する。（

注意事項）

非常勤職員報酬の支出事

務に当たっては、有給休暇

の残日数・時間数等を含め

適正な積算額の確認を徹底

し、再発防止に努める。

非常勤職員の報酬につ

いて、支給不足となって

いるものがあった。善処

を要する。（注意事項）

中部農

林振興

局

補助事業の執行に当たっ

て、事業主体の事業進捗状

況の把握を徹底するととも

に、事業主体が適正な時期

に補助金交付要綱等に基づ

く事務手続を行うよう指導

を徹底し、適正な事務処理

に努めることとした。

林道網総合整備事業補

助金について、事業進行

状況報告書の提出が遅れ

ているものがあった。留

意を要する。（注意事項

）

事業実施主体に対し、交

付決定後は速やかに請求書

を提出するよう指導した。

今後は、こうした事態が

発生しないよう、進行管理

を適切に行い補助金事務の

適正な執行に努める。

中山間地域等直接支払

推進交付金について、実

績報告書提出後に概算払

がなされていた。留意を

要する。（指摘事項）

西諸県

農林振

興局

賃金の過払分は、戻入を

行った。

今後は、総務担当職員が

臨時的任用職員の休暇処理

簿のチェックを確実に行い

、適正な事務処理に努める

。

臨時的任用職員の賃金

について、過払となって

いるものがあった。善処

を要する。（注意事項）

不足分の印紙については

、契約相手方に説明し、対

象となる契約書に貼付した

。

復旧治山事業調査測量

設計業務委託（北又江の

原）について、契約書に

貼付されている収入印紙

東臼杵

農林振

興局
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今後は、印紙税法等の取

扱いを十分に認識し、不備

のないよう適正な処理に努

める。

の税額が不足していた。

善処を要する。（注意事

項）

事務処理に当たっては、

物品管理事務の手引等によ

る処分方法を適正に行い、

取扱いに誤りがないように

十分なチェックを行ってい

く。

物品の処分について、

売払代金の収納前に引渡

しを行っているものがあ

った。留意を要する。（

注意事項）

監査終了後、平成23年12

月22日に過払をした職員１

名に対し、平成24年７月２

日戻入の告知を行い、７月

６日に返納された。

今後は、定期的に全職員

分を再チェックし、再発防

止に努める。

畑作園芸支場における

旅費について、通勤手当

との調整を誤り過払とな

っているものがあった。

善処を要する。（注意事

項）

総合農

業試験

場

実績報告書を受理し処理

を完了した。本件は、契約

書と提出書類を十分に照合

確認しなかったことが原因

であった。

今後は、適切な事務処理

を徹底するため研修等を行

い確認体制の強化を図って

いくこととした。

畑作園芸支場における

防風樹剪定業務委託につ

いて、請書に定められた

実績報告書が提出されて

いなかった。留意を要す

る。（注意事項）

実績報告書を受理し処理

を完了した。本件は、契約

書と提出書類を十分に照合

確認しなかったことが原因

であった。

今後は、適切な事務処理

を徹底するため研修等を行

い確認体制の強化を図って

いくこととした。

亜熱帯作物支場におけ

る清掃業務委託について

、契約書に定められた実

績報告書が提出されてい

なかった。留意を要する

。（注意事項）

今後は、契約書の記載事

項等の確認を十分に行うこ

ととし、再発防止に努める

。

警備業務委託について

、契約書に定められた内

容どおり履行されていな

いものがあった。留意を

要する。（注意事項）

農業大

学校

今後は、適正な物品管理

事務を行うこととし、再発

防止に努める。

物品の処分について、

売払代金の収納前に引渡

しを行っているものが見

受けられた。留意を要す

る。（注意事項）

扶養手当の過払について

は、平成24年７月13日に返

納を完了した。

今後は、転入職員につい

て、既認定部分についても

状況を把握し入念に精査す

るなど、チェック体制の強

化を図るとともに、給与条

扶養手当について、過

払となっているものがあ

った。善処を要する。（

指摘事項）

延岡家

畜保健

衛生所

例等に基づく適正な事務処

理に努める。

支給不足となっている旅

費について、差額の追給を

行い処理した。

今後は、チェック体制の

強化を図るとともに、職員

の旅費に関する条例及びそ

の運用通知等に基づき、適

正な事務処理に努める。

旅費について、鉄道賃

の額を誤り支給不足とな

っているものがあった。

善処を要する。（注意事

項）

事業実績報告書受理後、

額の確定に要する添付書類

の不足等があり、その対応

に日時を要したため確定通

知が遅れたものであるが、

今後は、さらに担当、担当

リーダー、担当補佐で確実

に進行管理を行うものとし

た。

概算払をした「子ども

の水辺安全サポーター派

遣事業」業務委託につい

て、額の確定が遅れてい

た。留意を要する。（注

意事項）

河川課

認定事務に当たっては、

複数職員で精査するととも

に、総務事務センターとの

連携強化を図るようにした

。

なお、過払分については

戻入済である。

臨時的任用職員の通勤

費用について、過払とな

っているものがあった。

善処を要する。（注意事

項）

港湾課

今後は、調定事務の遅れ

を防ぐため、財務規則及び

公有財産取扱規則等に基づ

き適正に処理するとともに

、担当及び担当リーダー等

複数の職員で調定時期、納

入期限等の確認を徹底する

など、再発防止を図ること

とした。

電柱敷に係る財産貸付

料について、調定事務が

遅れているものや、納入

期限を誤っているものが

見受けられた。留意を要

する。（指摘事項）

宮崎土

木事務

所

決裁後の支出調書の押印

確認を徹底するとともに、

押印確認を決裁済み入力時

や支払日前日の支払確認時

にも実施し、複数名により

複数回のチェックを行うこ

ととした。

支出命令について、支

出命令者や出納員の押印

がないものが散見された

。留意を要する。（指摘

事項）

担当職員への指導をより

一層強化するとともに、施

工業者との打合せ簿回覧時

での指示書作成の確認、変

更設計時での指示書交付確

認及び、変更理由の内容確

認を十分行うことにより徹

底を図ることとした。

清武南工区道路改良工

事について、変更を指示

するための監督員指示書

が作成されていないもの

があった。留意を要する

。（注意事項）

本来、平成24年４月１日

付けで調定するべきところ

を、平成24年３月28日付け

で調定していたもので、今

土石採取料について、

会計年度を誤っているも

のが見受けられた。留意

を要する。（指摘事項）

都城土

木事務

所
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後は財務規則に基づき、適

切な処理を行うこととした

。

また、担当リーダー、担

当課長、担当次長によるチ

ェック体制をさらに充実さ

せることとした。

今後は、払込みの遅れが

生じないように、特に注意

を要する金曜日、月の末日

及び月の初日に複数の職員

で処理状況を確認するなど

、財務規則及び関係通知に

基づく取扱いを徹底するこ

ととした。

公文書複写に伴う収納

金について、指定金融機

関への払込みが遅れてい

るものがあった。留意を

要する。（注意事項）

今回の指摘内容を工務担

当職員全員へ周知し、指示

書の作成について再確認を

行い、委託業務において、

今後、同様の事例が発生し

ないよう徹底を図った。

原谷川地質調査業務委

託について、変更を指示

するための調査職員指示

書が作成されていないも

のがあった。留意を要す

る。（注意事項）

小林土

木事務

所

今後、同様の誤りを起こ

さないよう、改めて関係す

る職員に対して「物品管理

事務の手引」に基づき、物

品の処分手続について指導

を行い、適正な事務処理の

徹底を図った。

物品の処分について、

売払代金の収納前に引渡

しを行っているものが見

受けられた。留意を要す

る。（注意事項）

印紙税法に基づき不足分

の印紙を貼付させた。

今後、このようなことが

ないよう適正な事務処理を

実施する。

国道 219号他18路線舗

装補修工事（指定期間下

半期）について、変更契

約書に貼付されている収

入印紙の税額が不足して

いた。善処を要する。（

注意事項）

西都土

木事務

所

徴収不足分となっている

道路占用料については、調

定を行い納付を受けた。

今後は、道路占用料徴収

条例及び関係法令等を再点

検するとともに、チェック

体制を強化し、適正な事務

処理に努める。

道路占用料について、

調定額の算定を誤り徴収

不足となっているものが

見受けられた。善処を要

する。（注意事項）

高鍋土

木事務

所

今後は、複数の職員によ

るチェック体制を強化する

とともに、各自の事務処理

方法を再点検するため、事

務処理マニュアルの作成に

取り組んでいる。

なお、過徴収となってい

るものについては還付手続

を行った。また、徴収不足

については、納入通知書を

使用者に交付し、不足分を

延岡新港上屋使用料等

について、調定額の算定

を誤り過徴収や徴収不足

となっているものが散見

された。善処を要する。

（指摘事項）

北部港

湾事務

所

徴収した。

当案件については、添付

書類を確認し精算の手続を

完了した。

今後は、概算払で旅行す

る職員に対して、関係書類

を添えて１週間以内に精算

を行うように指導する。

また、適正な事務処理に

努めるように、職員に周知

徹底を図った。

概算払の旅行命令につ

いて、旅行完了後の精算

手続が行われていないも

のが見受けられた。善処

を要する。（注意事項）

過払となっていた手当に

ついては、戻入手続を行い

、９月分給与にて戻入され

たことを確認した。

今後は、認定事務に関す

るチェック体制を充実させ

、再発防止に努める。

通勤手当について、過

払となっているものがあ

った。善処を要する。（

注意事項）

県議会

事務局

育英資金貸付金等の未済

額が増加している主な原因

は、返還者の増加に伴う返

還総額の増加や、経済状況

の悪化に伴う未就労・収入

減等による滞納の増による

ものである。

平成24年度より、育英資

金事業の円滑な運営と経理

の明確化を図るために、こ

れまで一般会計で運営して

いた育英資金事業を特別会

計により運営することとし

た。

特別会計による運営のも

とで、滞納額の縮減と滞納

の長期化防止のため、平成

24年度から専任職員を増員

し、滞納者や連帯保証人に

対する電話催促や訪問指導

を強化し、返還促進に取り

組んでいる。

また、貸与申請の段階で

本人や保護者へ返還につい

てきめ細やかな説明を行い

、返還に対する意識づけの

徹底を図っている。

これらの取組に加えて、

平成25年度から新たに現行

の貸与額より低い額を選択

できる貸付金額の選択制を

導入し、返還時の負担を軽

減することにより、新たな

滞納の発生を未然に防止す

るとともに、長期滞納者へ

の法的措置の実施等により

育英資金貸付金等につ

いて、収入未済額が前年

度と比較して増加してい

る。収入促進について、

より抜本的な対策を講ず

る必要がある。（指摘事

項）

財務福

利課
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、更なる返還促進に努めて

いく。

誤りとなっていた公有財

産使用料については、総務

部総務課通知に基づいて適

正額の算定を行い、不足額

を当該団体から徴収した。

今回の算定誤りは、関連

通知を見落としたことが原

因である。

今後は、各種通知の情報

共有を担当内で図るととも

に、起案文書等に関連通知

文の写しを添付し、担当者

以外の職員も内容をチェッ

クできる体制を整えた。

公有財産使用料につい

て、調定額の算定を誤り

徴収不足となっているも

のが見受けられた。善処

を要する。（指摘事項）

中部教

育事務

所

庁舎の使用許可を行った

団体に対する電気料及び電

話料について、財務規則に

のっとらず、納入期限を誤

って設定したものである。

会計事務等の処理に当た

っては、関係規則を十分確

認するよう職員に周知徹底

するとともに、担当内での

相互確認体制を強化し、再

発防止に努めることとした

。

庁舎の使用許可を受け

た者の電気料等について

、納入期限を誤っている

ものが散見された。留意

を要する。（注意事項）

本件は、校内防犯灯の電

気料金の支払について、早

収料金の適用期限日の確認

を怠り、期限後に支払って

いたものである。

今後は支出時に支払期限

の確認を確実に行うととも

に、学校内のチェック体制

の強化を図り、適正な事務

を行うこととする。

電気料金について、早

収料金の適用期限後に支

払われているものが見受

けられた。留意を要する

。（注意事項）

妻高等

学校

本件は、休暇等により複

数の月に通勤実績がない職

員について、通勤手当の支

給停止月の確認不足により

過払となっていたものであ

る。

監査指摘後、速やかに該

当月の手当額の戻入手続を

行った。

今後は、給与支給事務に

係るチェック体制を強化し

、事後確認を徹底すること

により再発防止に努める。

通勤手当について、過

払となっているものがあ

った。善処を要する。（

注意事項）

本件は、職員の県外旅費

における宿泊証明書が添付

されておらず、また、同旅

旅費について、旅行命

令書に添付すべき宿泊証

明書がないものがあった

行のバス料金計算時の確認

不足により過払となってい

たものである。

監査指摘後、速やかに宿

泊証明書の添付及び旅費の

戻入の手続を行った。

今後は、正確な旅費計算

の徹底やチェック体制を強

化し、適正な事務処理に努

める。

。

また、交通費が過払と

なっているものがあった

。善処を要する。（注意

事項）

本件は、宮崎県教育委員

会準公金等取扱規程により

会計ごとに定めるべき会計

事務取扱規程が、一部の会

計において整備されていな

かったものである。

監査実施後、本校で管理

する全ての準公金について

規程を整備した。

今後は、規程に基づいた

適正な管理及び取扱いに努

めていく。

準公金について、会計

事務取扱規程の整備等が

十分でないものがあった

。善処を要する。（注意

事項）

本件は、物品の貸付けに

おいて、宮崎県財務規則に

定める物品借用申請書を相

手方から徴することなく、

借用書の提出のみで貸し付

けていたものである。

今後は、物品の貸付事務

について適正な処理に努め

る。

物品の貸付けについて

、貸付けの手続が適当で

なかった。留意を要する

。（注意事項）

都農高

等学校

本件は、職員の県外旅費

において、事務処理時の認

識不足により、旅費の支出

に係る添付書類の整備等が

十分になされていなかった

ものである。

監査指摘後、速やかに書

類の整備を行った。

今後は、旅費支給事務に

係るチェック体制を強化し

、適正な事務処理に努める

。

旅費について、旅行添

付書類が適当でないもの

が見受けられた。留意を

要する。（注意事項）

延岡青

朋高等

学校

本件は、職員の県内旅費

において、事務処理時の認

識不足により旅行命令書に

おける旅行日程が正しい日

程となっていなかったもの

である。

監査指摘後、速やかに修

正を行った。

今後は、旅費支給事務に

係るチェック体制を強化し

、適正な事務処理に努める

旅行命令書について、

旅行日程が適当でないも

のがあった。留意を要す

る。（注意事項）

日南く

ろしお

支援学

校
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。

臨時職員が任用される所

属に対して、任用の都度、

年次有給休暇に関する資料

を配付して適正な休暇取扱

いの徹底を図るとともに、

複数の職員により年次有給

休暇残日数の確認を行うこ

ととした。

臨時的任用職員の有給

休暇について、誤った日

数を付与しているものが

あった。留意を要する。

（注意事項）

警察本

部

監査指摘後、請求書につ

いては、速やかに検査済の

表示及び検査員の記名押印

を実施した。

今後は、支出手続を行う

際に、宮崎県財務規則に従

った検査手続がなされてい

ることの確認を徹底し、適

正な事務処理に努める。

し尿浄化槽保守管理業

務委託等について、請求

書の余白に検査済の表示

及び検査員の記名押印が

ないものなどが見受けら

れた。留意を要する。（

注意事項）

高鍋警

察署

契約事務手続の改善を図

ることで、単価契約締結の

事務手続と支出事務手続の

事務処理を明確化し、適正

な事務処理に努める。

定期巡回及び緊急時巡

回パトロール等委託につ

いて、執行予定額が適当

でないものがあった。留

意を要する。（注意事項

）

企業局

進行管理チェックリスト

を作成するなど、支払事務

の進行管理を徹底し、適正

な事務処理に努める。

発電流水占用料につい

て、納付期限後に支払わ

れているものがあった。

留意を要する。（注意事

項）

今回の指摘を受け、報償

費の支出に当たっては、病

院局財務規程に従って予算

執行伺を作成することとし

た。

今後は、担当者間のチェ

ック機能の強化を図るとと

もに、会計担当職員に会計

実務研修等を受講させるな

ど、職員の資質向上を図っ

ていく。

応援医師に対する報償

費について、予算執行伺

を作成せずに支出を行っ

ていた。留意を要する。

（指摘事項）

宮崎病

院

単価による賃貸借契約を

締結した際に、年間の執行

見込額が 100万円以上であ

ったにもかかわらず、病院

局財務規程に基づく予定価

格調書を作成しなかったも

のである。

今後、このようなことが

ないよう執行見込額につい

て十分な確認を行い、適正

な事務処理に努めるととも

に、会計担当職員に会計実

務研修等を受講させるなど

、職員の資質向上を図って

医療機器の賃貸借契約

について、予定価格調書

が作成されていないもの

が見受けられた。留意を

要する。（指摘事項）

いく。

契約変更時の支出負担行

為は、当初契約額からの変

更額で支出負担行為の変更

を行うことになっているが

、当初の支出負担行為書を

会計システムから削除して

、誤って変更契約後の契約

額で支出負担行為書を作成

したものである。

今後、このようなことが

ないよう十分な確認を行い

、適正な事務処理に努める

。

ばい塵及び水質測定業

務委託について、変更契

約に伴う支出負担行為を

誤った金額で行っていた

。留意を要する。（注意

事項）

旅費の支出に当たり、請

求書ではなく旅費計算内訳

書が添付されていたもので

ある。

今後は、支出調書に漏れ

なく旅費請求書を添付する

こととし、適正な事務処理

に努めるとともに、会計担

当職員に会計実務研修等を

受講させるなど、職員の資

質向上を図っていく。

旅費について、支出に

必要な旅費請求書のない

ものが散見された。留意

を要する。（注意事項）

福島県における「こころ

のケアチーム派遣業務」に

従事した７名の精神医療業

務手当について、最終日は

移動のみで精神医療業務に

従事していなかったにもか

かわらず、精神医療業務手

当を支給していたものであ

る。

過払となっていた精神医

療業務手当については、内

容確認後、戻入処理を行っ

た。

今後、特殊勤務手当の支

給については、従事者との

確認を密にし、適正な事務

処理に努める。

特殊勤務手当について

、過払となっているもの

が散見された。善処を要

する。（注意事項）

支給不足については、再

計算の上、速やかに追給処

理を行った。

今後、担当者間のチェッ

ク機能の強化を図って再発

防止に努めるとともに、会

計担当職員に会計実務研修

等を受講させるなど、職員

の資質向上を図っていく。

旅費について、交通費

の算出を誤り支給不足と

なっているものがあった

。善処を要する。（注意

事項）

不足していた収入印紙16

，000円については、受託業

者に貼付させた。

病児等保育施設運営業

務委託について、契約書

に貼付されている収入印
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今後、契約の際は、収入

印紙の税額まで確認を徹底

し、適正な事務処理に努め

る。

紙の税額が不足していた

。善処を要する。（注意

事項）

今後は、契約書及び仕様

書の内容に基づき適正に委

託業務が行われるようチェ

ック体制の強化を図り、再

発防止に努める。

害鳥駆除業務委託につ

いて、仕様書に基づく工

程表が提出されていなか

った。留意を要する。（

注意事項）

契約書及び仕様書に具体

的な検査方法がなかったた

め、委託業務実施後の検査

が不十分であったものであ

る。

今後は、火葬済証の写し

の提出を仕様書にも明記し

、委託業務実施後の検査の

徹底を図っていく。

人体汚物等処理業務委

託について、契約書に基

づく委託業務実施後の検

査が十分行われていなか

った。留意を要する。（

注意事項）

今回の監査指摘は、全自

動尿統合分析装置購入につ

いて、入札公告後に公告内

容の変更（入札日及び納期

）を行ったが、その際決裁

をとっていなかったもので

ある。

また、変更前の納期のま

まの入札書で入札執行して

おり、契約書の納期との整

合性がない状況であった。

今後は、公告内容の変更

をする際は決裁をとり、ま

た入札執行時においても、

担当者間で十分にチェック

を行い、適正な契約事務を

執行する。

全自動尿統合分析装置

購入契約について、入札

執行等の事務が適正でな

かった。留意を要する。

（注意事項）

日南病

院

準公金のうち、医師公舎

の共益費について会計事務

取扱規程の整備が不十分と

なっており、金銭出納簿の

作成が行われていなかった

ものである。

このことについては、監

査指摘後速やかに会計事務

取扱規程の整備を行い、適

正な事務処理を行うよう改

善を行った。

準公金について、会計

事務取扱規程の整備等が

十分でないものがあった

。善処を要する。（注意

事項）

延岡病

院
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